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ま え が き 

 

新型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類に移行されてから１年以上が経過し、

学びの現場においても、以前のように対面や集団での活動が活発に行われるようになっ

ております。 

今後の教育の在り方といたしましては、単にコロナ禍以前の姿に戻すだけではなく、

ますます急速に変化していく社会に対応し生きる力を養っていくため、これまでに培っ

た知見や経験を活かし、創意工夫を重ねながら、ＡＩやオンライン等の技術革新も積極

的に取り入れた新たな学びに挑戦し続けることが求められます。 

そのような中、当市では令和５年３月に「第２期三島市教育振興基本計画」を策定し、

「健やかで 幸せな 未来を切り拓く 人づくり」という基本理念のもとに、三島市の

教育がさらに充実したものとなるよう、学校教育及び社会教育の両面から各種施策を進

めております。 

今後とも、三島の将来を担う子どもたちが「三島で育ってよかった」と感じられるよう、

また、人生 100年時代に向けて市民一人ひとりのウェルビーイングの向上を目指して、

社会総がかりの教育に取り組んでまいる所存であります。 

ここに、関係各位のさらなるご理解、ご協力をいただけますよう、この小冊子をとり

まとめましたので、ご教示とご鞭撻を賜れば幸いに存じます。 

 

 

令和６年７月 

三島市教育委員会  教育長  小塚 英幸 
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1 位置・地勢・人口 

(1) 市役所の位置 

東   経 １３８度５５分 

北   緯 ３５度０７分 

標   高 ２４.９ｍ 

(2) 地    勢 

東   西 １１.１０７ｋｍ 

南   北 １３.２４２ｋｍ 

面   積 ６２.０２ｋ㎡ 

２ 沿 革 

箱根西麓に位置する三島市は、気候・風土など自然

条件に恵まれていることから、市内の各所で人々の生活

の跡である遺跡を見ることができる。箱根西麓では３万

年以上前の石器が発見されており、旧石器・縄文時代の

遺跡が多い。また、平野部では弥生時代の遺跡が多く、

人々が環境に適した生活をおくっていたことがわかる。 

天武天皇の飛鳥時代(680 年)に伊豆国の国府が置かれ、

奈良時代天平年間には国分寺・国分尼寺が建立されるな

ど、三島はこの地方の行政・教育文化・交通の要衝であ

ったことがうかがえる。 

源頼朝が、挙兵(1180年)に際し戦勝祈願をしたと伝わ

る三嶋大社は、鎌倉・室町時代、武家の崇敬が篤く、ま

た庶民の信仰をあつめたことで知られている。 

戦国時代末期に築城された山中城は、豊臣秀吉の小

田原攻めの際(1590年)に落城、現在は国指定の史跡公園

として整備されている。 

三島は江戸時代には幕府直轄の天領となり、１世紀

半の間、代官所が置かれていた。東海道とともに繁栄し

た三島宿は、五十三次の中でも大きな宿場の一つであり、

70 軒以上の旅籠が軒を連ねていた。さらに門前町とし

ての性格もあって往時は繁華を極めたという。 

江戸時代、三島にはいくつかの漢学塾と相当数の寺

子屋があった。明治に入ると三島宿では伊豆で最も早く

小学校が設立され、以後、北上、錦田、中郷地域も続い

たことは、住民の伝統的な向学心の証であろう。 

明治19年(1886年)には君沢田方郡役所が置かれ、明治

22年(1889年)市制・町村制の施行により三島町となり、

同22年(1889年)、県下で最初の公立幼稚園が三島・静

岡・掛川に開園した。 

 

 

(3) 人    口               (令和6年5月31日現在) 

 (人口、世帯数には外国人を含む) 

 

 

大正 4年（1915年）3月、三島町立図書館開館。大正

8 年(1919年)から 9 年(1920年)に野戦重砲兵連隊が横須

賀及び和歌山から三島に移転してきた。昭和 9 年(1934

年)丹那トンネルが開通して三島駅が設置されると、宿

場の疲弊により一時沈滞していた街にも活気が戻った。 

昭和10年(1935年)北上村を編入、昭和16年(1941年)に

は錦田村と合併して三島市が誕生した。さらに昭和29年

(1954年)には中郷村を編入し総面積 62.02ｋ㎡の市域と

なり、現在に至っている。 

昭和32年(1957年)米国カリフォルニア州のパサディナ

市と全国で 4番目の姉妹都市縁組を結び、国際化時代の

先達として今も着実に交流を続けている。 

昭和39年(1964年)三島・沼津地域に計画された石油化

学コンビナートの進出を阻止。昭和44年(1969年)新幹線

三島駅の開業等による経済圏・生活圏の拡大と相まって

人口が急増。さらに、新幹線ひかり号の停車や、平成

21年（2009年）7月の東駿河湾環状線一部供用開始、首

都圏への直通高速バスの運行開始により、伊豆・北駿の

玄関口、交通の結節点として、県東部の中核的都市とし

て発展を続けている。 

平成 3年(1991年)4月､市制施行 50周年を迎え､ニュー

ジーランドのニュープリマス市との姉妹都市縁組を結び、

さらに平成 9 年(1997年)5 月には、かねてから交流を重

ねてきた中国浙江省麗水市と友好都市縁組を結んだ。 

令和 3 年（2021 年）4 月には市制 80 周年を迎え、現

在市内には、幼・小・中・高校のほか、大学院大学でも

ある国立遺伝学研究所をはじめ、日本大学国際関係学

部・短期大学部、順天堂大学保健看護学部、放送大学静

岡学習センター、佐野美術館等多くの教育文化施設が設

置され、市民文化会館や市民生涯学習センターを教養文

化の拠点として、せせらぎと緑と活力あふれる幸せ実感

都市を目指している。 

Ⅰ 市政のあらまし 

男 ５１，５９７人 

女 ５３，９２２人 

計   １０５，５１９人 

世 帯 数 ５０，０９８世帯 



３　財　政 

（単位:千円） （単位:千円）

費　　　　　目 予　算　額 費　　　　　目 予　算　額

市税　 17,666,331          議会費 254,750               

地方譲与税 278,500               総務費 4,998,423            

利子割交付金 15,000                民生費 15,489,400          

配当割交付金 120,000               衛生費 4,400,126            

株式等譲渡所得割交付金 150,000               労働費 42,314                

法人事業税交付金 260,000               農林費 356,224               

地方消費税交付金 3,060,000            商工費 494,515               

ゴルフ場利用税交付金 50,000                土木費 6,884,673            

自動車取得税交付金 1                        消防費 2,346,399            

環境性能割交付金 40,000                教育費 6,104,293            

地方特例交付金 617,000               災害復旧費 1                        

地方交付税 2,200,000            公債費 3,668,882            

交通安全対策特別交付金 19,084                予備費 30,000                

分担金及び負担金 117,130               

使用料及び手数料 566,549               

国庫支出金 8,653,189            

県支出金 3,011,328            

財産収入 487,576               

寄附金 389,309               

繰入金 1,174,002            

繰越金 650,000               

諸収入 1,219,901            

市債 4,325,100            

歳　入　合　計 45,070,000          歳　出　合　計 45,070,000          

歳　入 歳　出

令和6年度一般会計歳入歳出予算（当初）
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11.1%

民生費
34.4%

衛生費
9.7%

労働費
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農林費
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